
           

６
月
定
例
議
会
は
20
日
、
提

案
さ
れ
て
い
た
補
正
予
算
１
件
、

一
般
議
案
９
件
を
可
決
、
請
願

１
件
を
採
択
し
ま
し
た
。 

追
加
提
案
さ
れ
た
市
有
車
に

よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠

償
の
額
を
専
決
処
分
し
た
報
告

を
了
承
し
ま
し
た 

 

秋
の
市
議
会
議
員
選
挙
後
、

定
数
減
に
と
も
な
い
、
こ
れ
ま

で
の 

          

で
の
４
常
任
委
員
会
か
ら
３
常

任
委
員
会
に
す
る
天
童
市
議
会

委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
と
地

方
自
治
法
の
改
正
に
伴
う
天
童

市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
議
会
案
２
件
を
可
決
し 

閉
会
し
ま
し
た
。 

 

常
任
委
員
会
の
名
称
と
所
管

は
左
表
の
通
り
で
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
の
定
数
は 

１
人
減
の  

 

７
人
と
な 

 

り
ま
す
。 

 

ま
た
、 

 

地
方
自
治 

 

法
の
改
正 

 
 

 
 

                   

   

    

で
議
案
提
案
権
は
議
員
定
数
の

12
分
の
１
に
な
り
、
定
数
が

22
で
す
の
で
、
２
人
で
議
案
を

提
案
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

委
員
会
で
も
議
案
を
提
出
で

き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

図
書
館
を 

指
定
管
理
者
制
度
に 

移
行
す
る
条
例
に
反
対 

 

日
本
共
産
党
天
童
市
議
団
は 

天
童
市
立
図
書
館
の
管
理
を
指

定
管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
た

め
の
条
例
改
正
に
伊
藤
和
子
議

員
が
反
対
討
論
を
行
い
ま
し
た
。 

〔
反
対
討
論
要
旨
〕 

 

図
書
館
は
単
に
公
的
機
関
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
機
関

と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
。 

業
務
の
範
囲
を
条
例
で
規
定

し
て
い
る
が
、
管
理
体
系
が
二 

元
化
す
る
こ
と
に
問
題
な
い
か
。 

県
や
他
市
の
図
書
館
や
学
校 

                     

    

  

図
書
館
な
ど
と
の
連
携
・
協

力
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
整
備

が
不
可
欠
で
、
民
間
で
行
う
こ

と
が
適
切
か
ど
う
か
疑
問
。 

 

「
無
料
の
原
則
」
か
ら
営
利

を
目
的
と
す
る
民
間
業
者
が
管

理
を
行
う
こ
と
に
は
自
ず
と
無

理
が
あ
る
。
短
期
間
で
契
約
更

新
さ
れ
る
指
定
管
理
者
制
度
で

は
、
図
書
館
の
専
門
性
や
経
験

の
蓄
積
が
さ
れ
な
い
。 

 

文
部
科
学
省
の
「
こ
れ
か
ら

の
図
書
館
像
」(

11)

の
部
分
を

十
分
に
検
討
す
べ
き
。 

 

経
費
削
減
は
正
規
職
員
を
減

ら
し
、
非
正
規
職
員
に
替
え
る

こ
と
で
人
件
費
削
減
し
か
な
い
。 

指
定
管
理
者
導
入
に
道
を
開
く

条
例
改
正
に
反
対
す
る
。 

賛
成
討
論
に
立
っ
た
高
橋
博

議
員
は
「
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上

の
た
め
、
指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
行

革
を
進
め
る
本
市
に
と
っ
て
望

ま
し
い
。
高
度
な
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
が
期
待
で
き
る
。
運
営
方

針
、
図
書
選
定
は
教
育
委
員
会

が
責
任
を
持
つ
。
運
営
協
議
会

を
設
置
す
る
の
で
問
題
な
い
」

と
討
論
し
ま
し
た
。 

 

議
案
は
起
立
採
決
さ
れ
、
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

７
月
に
選
定
審
査
会
を
開
き
、

公
募
要
綱
を
定
め
、
公
募
に
か

け
、
12
月
議
会
で
指
定
の
議
決

後
、
１
〜
３
月
に
引
継
ぎ
、
４

月
か
ら
指
定
管
理
者
に
移
行
す

る
こ
と
に
な
る
予
定
で
す
。 

 

こ
れ
ま
で
天
童
市
で
は
、
18

施
設
が
指
定
管
理
者
制
度
を
導

入
し
て
い
ま
す
。
３
月
議
会
で

市
長
が
見
直
す
必
要
を
口
に
し

て
い
ま
す
。
指
定
管
理
者
制
度

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
検
証

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。 

◆常 任 委 員 会 

常任委員会 定数 所 管 部 所    管    課 

総 務 教 育 ８人 総 務 部 

消防本部 

教育委員会 

 

 

総務課･危機行革管理室･財政課･総合政策課･税務課･納税課 

総務課･消防署 

教育総務課･学校給食センター･学校教育課･生涯学習課･図書館･ 

文化振興課･体育課 

会計課･監査委員･選挙管理委員会・議会 

環 境 福 祉 ７人 市 民 部 

市立天童病院 

健康福祉課･高齢社会課･児童家庭課･市民課･生活環境課 

 

経 済 建 設 ７人 経 済 部 

建 設 部 

農林課･観光物産課･商工振興課 

建設課･都市計画課･下水道課 

水道事業所・農業委員会 

天 
童 
民 
報  
No.509 
日本共産党 
天童市委員会 
ＴＥＬ654―6064 
FAX654―8984 

◎ 

毎
月
第
２
土
曜
日
に
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
生
活

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
共
産
党
天
童
市
議

団
で
は
、
い
つ
で
も
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。 

◆ 

伊
藤
和
子 

☎
（
６
５
３
）
５
１
９
６ 

◆ 

石
垣
昭
一 

☎
（
６
５
３
）
３
７
１
５ 

市
議
選
改
選
後 

３
つ
の
常
任
委
員
会
に 

市
議
会
委
員
会
条
例
を
一
部
改
正 
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■請願･陳情の審査結果 

件    名 提  出  者 審査結果 

水晶山広域林道の市道格上げ

認定・整備に関する請願 

田麦野地域づくり委員会 

  委員長 村山惣四郎 他３名       
採  択 

関の上地内道路整備と 

市道への格上げに関する請願 

関の上町内会 

役 員 山口 隆男 他２名 
継続審査 

大清水橋(市道乱川矢野目線)

の早期整備に関する請願 
大清水町内会 
会 長 黄木 孝一 

継続審査 



     

厚
生
常
任
委
員
会
は
、
14
日

の
委
員
会
終
了
後
、
高
齢
社
会

課
に
、
介
護
事
業
所
コ
ム
ス
ン

に
係
る
状
況
に
つ
い
て
説
明
を

求
め
ま
し
た
。 

６
月
６
日
に
㈱
コ
ム
ス
ン
の

不
正
行
為
に
つ
い
て
マ
ス
コ
ミ

報
道
が
あ
り
、
７
日
に
㈱
コ
ム

ス
ン
の
市
内
事
業
所
の
職
員
を

呼
ん
で
、
市
長
に
状
況
説
明
、

市
長
か
ら
情
報
把
握
と
利
用
者

保
護
に
努
め
る
よ
う
指
示
を
受

け
ま
し
た
。 

８
日
に
県
か
ら
「
５
年
間
、

㈱
コ
ム
ス
ン
に
つ
い
て
、
事
業

者
指
定
、
更
新
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
利
用
者
の
不
安
解
消
と

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
支
障
な
い
よ

う
に
」と
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
 

市
で
は
㈱
コ
ム
ス
ン
に
、
利
用

者
へ
の
状
況
説
明
と
他
事
業
所

紹
介
の
要
求
へ
の
対
応
、
指
定

有
効
期
間
満
了
日
ま
で
の
移
行

計
画
の
提
出
を
求
め
ま
し
た
。 

 

                   

    

現
在
、
コ
ム
ス
ン
で
は
約
50

人
の
方
々
が
居
宅
介
護
、
訪
問

介
護
を
受
け
て
い
ま
す
。
利
用

者
の
サ
ー
ビ
ス
継
続
・
確
保
を

第
一
に
、
適
切
に
対
応
し
て
い

く
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

利
用
者
か
ら
の
相
談
窓
口
は

市
高
齢
社
会
課
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
（
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
で
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

委
員
か
ら
は
24
時
間
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
の
は
コ

ム
ス
ン
だ
け
だ
が
、
支
障
は
な

い
か
と
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
深
夜
帯
（
午
後
10
時
〜

朝
６
時
）の
利
用
者
は
い
な
い
。

他
の
事
業
所
で
午
後
10
時
半

ま
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
心
配

は
な
い
と
思
う
と
答
え
ま
し
た
。 

 

今
後
、市
で
は
県
と
連
携
し
、

介
護
事
業
所
の
指
導
、
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
確
保
、
不
正
防
止
に

努
め
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。 

                   

㈱
コ
ム
ス
ン
の 

影
響
と
対
応
に
つ
い
て 

◆ ７日、議会開会初日に「暴力の根絶と安全・安心なまちづくり推

進に関する決議」を全会一致で可決しました。 

暴力の根絶と安全・安心な 
まちづくり推進に関する決議 

 先般、前長崎市長が暴力団員により射殺されたことは、広く国民を不安

と恐怖に陥れた暴挙であり、強い怒りと憤りを禁じ得ない。また、各地に

おいて暴力団による発砲事件等が後を絶たないことや、行政機関に対して

不当な要求を繰り返す「行政対象暴力」が増加しており、市民の平穏な日

常生活と安全が脅かされていることは、まことに憂慮に堪えない事態であ

る。言論を暴力で封じようとする行動や行政の公正・中立性を阻害する行

政対象暴力は極めて悪質な犯罪で、自由と民主主義に対する挑戦であり、

断じて許されるものではない。 
 平和で明るく住みよいまちづくりは、天童市民の切実な願いであり、い

かなる暴力も断じて容認することはできない。よって、天童市議会は暴力

行為の根絶と暴力団追放を期し、警察当局をはじめ関係各機関との相互連

携を強化し、いかなる暴力も許さない社会環境の醸成を図り、平穏な市民

生活の確保と安全・安心なまちづくりを推進していくことを固く決意する。 

平成１９年６月７日 
                    天 童 市 議 会 
 

「安全・安心なまちづくり」市民大会を開催 
 10日午後、天童市民文化会館大ホールで、交通安全、犯罪撲滅意
識の高揚を図ることを目的に、「安全・安心まちづくり」市民大会が

開催されました。各種団体、関係機関など１０００名の集まりとな

りました。 
 交通事故・犯罪の発生率が県下ワースト１という汚名返上のため

に、市民挙げて、関係機関･団体と連携を図りながら推進することを

誓い合い、市民文化会館前から駅前まで市内をパレードしました。 
 

全国議長会でも緊急決議 

■６月 18～19 日、東京で開催された第 83 回全国市議会議長会定期

総会で、「あらゆる暴力行為の根絶に関する緊急決議」が提案され、

可決されました。 

◆指定管理者制度を導入した施設 
実施年度 施  設  名 指 定 管 理 者 
平成 18年度 市民いこいの家「ふれあい荘」 ㈱山形環境エンジニアリング 

 公衆浴場 ㈱山形環境エンジニアリング 
 老人保養センター「かまた荘」 ㈱山形環境エンジニアリング 
 総合福祉センター 社会福祉法人 天童市社会福祉協議会 
 のぞみ学園 社会福祉法人 天童市社会福祉協議会 
 市民保養施設ゆぴあ ㈱スポーツクラブ天童 
 市民プラザ ㈱スポーツクラブ天童 
 ジャガラモガラふれあい広場 じゃがらもがら交流センター利用組合 
 森林情報館「もり～な天童」 ㈱ジェイエイてんどうフーズ 
 天童高原青少年旅行村 ㈶天童市牧野公社 
 天童高原ウォーキングセンター ㈶天童市牧野公社 
 観光情報センター 天童市観光物産協会 
 天童市駐車場 ㈱セロン東北 
 スポーツセンター ㈶天童市文化・スポーツ振興事業団 
 農業者トレーニングセンター ㈶天童市文化・スポーツ振興事業団 
 旧東村山郡役所資料館 ㈶天童市文化・スポーツ振興事業団 
 天童市美術館 ㈶天童市文化・スポーツ振興事業団 

平成 19年度 天童市斎場 天童市葬祭具協同組合 
 

 

指
定
管
理
者
制
度 

■
集
中
改
革
プ
ラ
ン
で
は
、
25
の
公
共
施
設
に
指
定
管
理
者
制

度
を
導
入
す
る
計
画
で
す
。
こ
れ
ま
で
18
施
設
に
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
。（
左
表
） 

今
議
会
で
市
民
文
化
会
館
、
中
央
公

民
館
、
水
道
施
設
、
わ
ら
べ
館
、
図
書
館
の
条
例
を
改
正
、
西

沼
田
遺
跡
公
園
の
条
例
を
設
定
し
、
来
年
４
月
か
ら
指
定
管
理

者
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
す
。 
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